
第９期計画期間に向けた給付と負担の議論（第１号保険料）

介護保険の第１号保険料・・・負担の能力に応じた負担を求めるという観点

制度創設時より所得段階別保険料としており、低所得者への負担を軽減する一方、
高所得者の負担は所得に応じたものとしてきた。

社会保障審議会介護保険部会の意見書（令和４年１２月２０日）
「介護保険制度の持続可能性を確保するためには、低所得者の保険料上昇を抑制する
ことが必要である」

【具体的な検討内容】
・国の定める標準段階（９段階）の多段階化 → １０段階以上を設定
・高所得者の標準乗率の引上げ
・低所得者の標準乗率の引下げ

今後、国は具体的な段階数・乗率・低所得者軽減に充当されている公費と保険料の多段
階の役割分担について検討し、介護報酬改定などとあわせて年末に結論を得ることを予定
している。

高所得者の保険料負担増を
低所得者の保険料軽減財源に充てる
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介護保険部会での議論を踏まえた⾒直しの例

＜現⾏制度＞

＜⾒直し例＞
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○ １号保険料の⾒直しについて、具体的な段階数、乗率、低所得者軽減に充当されている公費と保険料の多段階化の役割分担については、今後の
介護保険部会等の議論を踏まえつつ年末までに結論を得るとされている。

○ 7月10⽇の介護保険部会における⾃治体のご意⾒を踏まえ、保険者の第９期計画期間の保険料の検討等に資する観点から、介護保険部会での議論
や既に多段階化を⾏っている保険者の実態を踏まえつつ、制度内の所得再分配機能を強化し、低所得者の保険料上昇を抑制する観点から、現段階
で考えられる⾒直しの例を⽰すもの。
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第１段階〜第３段階の乗率の例 第９段階以上の乗率の例

参考資料９

151

出典：全国介護保険担当課長会議（R5.7.31）

国から示された見直し例は９通り
　第１～第３段階の乗率（３通り）
　　　　　  　×
　 第９段階以上の乗率（３通り）
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◆北九州市の保険料段階（第８期）

基準額

◆国の定める標準段階（９段階）

【国の定める標準段階と北九州市の保険料段階（第８期）との比較】

〇低所得の市民税課税者への負担軽減
【国】第６段階（乗率1.2）→ 【北九州市】第６段階（乗率1.1）と７段階（1.15）に分割

〇被保険者の応能負担に基づいたきめ細かな保険料段階の設定
【国】第７段階（乗率1.3）→ 【北九州市】第８段階（乗率1.2）と第９段階（乗率1.25）に分割
【国】第９段階（乗率1.7）→ 【北九州市】第11段階（乗率1.8）、第12段階（乗率2.05）、第13

段階（乗率2.15）に分割
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1

【補足】 ～保険料段階設定 国の制度設計を踏まえた考察～

段階 第１段階 第２段階 第３段階 第４段階 第５段階 第６段階 第７段階 第８段階 第９段階

乗率 0.5 0.7 0.75 0.9 1.0 1.2 1.3 1.5 1.7

保険料の算定にあたっては、第１号被保険者数が重要だが、
第５段階（基準額＝乗率1.0）を支払う人数による換算も重要

0.5人換算 1.0人換算 1.7人換算

としたときに、第１号被保険者数が何人になるか

2

【補足】 ～保険料段階設定 国の制度設計を踏まえた考察～

段階 第１段階 第２段階 第３段階 第４段階 第５段階 第６段階 第７段階 第８段階 第９段階

乗率 0.5 0.7 0.75 0.9 1.0 1.2 1.3 1.5 1.7

構成比 17.3％ 9.2.％ 8.4％ 10.9％ 13.8％ 14.4％ 13.7％ 6.0％ 6.3％

【国全体の所得分布】

構成比 24.6％ 10.7％ 10.4％ 9.4％ 9.5％ 13.0％ 12.5％ 5.1％ 4.8％

【北九州市の所得分布】

⇒北九州市の所得分布が、国全体と同じであれば、２９万人の被保険者が
第５段階換算で２９万人になる

⇒北九州市の実際の所得分布に基づくと、２９万人の被保険者が
第５段階換算で２7万人になる

保険料基準額 押し上げ要因

※令和５年度当初賦課時点
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介護保険の費用負担

介護（予防）サービスに必要な費⽤は、利⽤者の１〜３割の負担を除いて、
保険料５０％と、公費（税金）５０％で賄われている。

65歳以上の人が負担する保険料は
全体の23％、40歳から64歳の人
負担する保険料は全体の27％です。
※負担割合は人口比率により決まる。

保険料 公費（税金）

※介護保険施設・特定施設にかかる
負担割合は国20％、県17.5%

〇年金天引き
〇市町村に個別に納付

〇医療保険料と一緒に納付

第１号保険料の基準月額の算定方法

第１号被保険者の介護保険料は介護サービスの利⽤量などの見込みにより算出
された「保険給付費」、「地域支援事業費」などの費⽤を基に、第１号被保険者
が負担する費⽤を算出し、保険料額（基準額）を決定する。

保険料基準月額＝保険料収納必要額（第１号被保険者）÷予定保険料収納率
÷所得段階別加入割合補正後の被保険者数（※）÷１２月

介護保険料の余剰金である「介護給付費準備基金」を保険料の上昇抑制のため、活用する。
（※）所得段階別加入割合補正後の被保険者数…所得段階ごとに被保険者数と保険料率

（乗率）を乗じた数の合計。

調整前
7,100〜7,500

（円）

精
査
中
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出典：第１０７回（Ｒ５.７.１０）社会保障審議会介護保険部会

出典：第１０７回（Ｒ５.７.１０）社会保障審議会介護保険部会
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出典：第１０７回（Ｒ５.７.１０）社会保障審議会介護保険部会

出典：第２２４回（Ｒ５.９.１５）社会保障審議会介護保険給付分科会
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